
令 和 7 年 ４ 月 １ 日 

技 術 支 援 課 

 

北九州市設計業務委託若手・女性・担い手育成表彰制度について 
 

 

１ 概要 
 

現行の若手技術者・女性技術者表彰制度について、若手・女性技術者への指導にあ

たるベテラン技術者も表彰対象として追加、技術伝承や担い手の育成の促進を目指

す。(令和７年度より募集開始) 

 

２ 現行の制度(北九州市設計業務委託若手技術者・女性技術者表彰) 
 

   〇表彰対象者 

 

 

 

 

 
  
 

〇評価の方法 

    中間検査および完了検査時に事業者より申請があった技術者に対してヒアリン

グを実施し、点数を付け、成績上位３位までを表彰する。 

 

３ 改定後の制度(北九州市設計業務委託若手・女性・担い手育成表彰制度) 
 

    〇表彰対象者 

 

 

 

 

 

 

 

〇評価の方法 

    中間検査および完了検査時に事業者より申請があった技術者に対してヒアリン

グを実施し、採点の上、成績上位３位までを表彰する。 

 

 

若手技術者（満 40 歳以下） 若手・女性・担い手育成表彰制度 

・５００万円を超える設計業務委託  

・当該業務委託の成績評定が７５点以上 

・管理技術者又は担当技術者 

女性技術者 

ベテラン技術者（満４１歳以上） 

 

若手技術者（満 40 歳以下） 若手技術者・女性技術者表彰 

女性技術者(年齢制限なし) ・５００万円を超える設計業務委託  

・当該業務委託の成績評定が７５点以上 

・管理技術者又は担当技術者 

育成・指導 

※若手・女性技術者のみの登録は可、ベテランのみの登録は不可 


